
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

告

示

�
町
及
び
字
の
区
域
に
編
入
す
る
旨
の
届
出

（
自
治
振
興
課
）

一

�
昭
和
四
十
五
年
香
川
県
告
示
第
千
三
百
二
号
（
農
地
法
第
三
条
第
二
項
第
五
項
等
の
面
積

の
指
定
）
の
一
部
改
正
（
二
件
）

（
農

政

課
）

二

�
漁
船
損
害
等
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
付
保
義
務
の
消
滅

（
水

産

課
）

三

�
道
路
の
供
用
開
始

（
道
路
保
全
課
）

�
道
路
法
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
専
用
道
路
の
指
定

（

〃

）

�
昭
和
三
十
三
年
香
川
県
告
示
第
五
百
二
十
号
（
道
路
法
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
県
道
の

路
線
認
定
）
の
一
部
改
正

（

〃

）

�
昭
和
四
十
一
年
香
川
県
告
示
第
七
百
三
十
六
号
（
道
路
法
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
県
道

の
路
線
認
定
）
の
一
部
改
正

（

〃

）

�
平
成
十
六
年
香
川
県
告
示
第
百
六
十
五
号
（
車
両
制
限
令
の
規
定
に
基
づ
く
道
路
の
指
定

等
）
の
一
部
改
正
（
二
件
）

（

〃

）

四

�
車
両
制
限
令
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
指
定
等
（
二
件
）

（

〃

）

五

�
港
湾
法
の
規
定
に
よ
る
臨
港
地
区
の
決
定

（
港

湾

課
）

六

�
平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号
（
香
川
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
規
定
に
よ
る

区
間
及
び
地
域
の
指
定
等
）
の
一
部
改
正
（
二
件
）

（
都
市
計
画
課
）

�
昭
和
五
十
四
年
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
（
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金

融
機
関
が
取
り
扱
う
事
務
並
び
に
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
及
び
位
置
等
）
の
一
部
改
正

（
二
件
）

（
審

査

課
）

七

公

告

�
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定
（
二
件
）

（
土
地
改
良
課
）

�
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

（
農
村
整
備
課
）

公
安
委
員
会
規
則

�
香
川
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

八

公
安
委
員
会
公
告

�
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
の
実
施

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

�
地
方
自
治
法
に
規
定
す
る
直
接
請
求
に
必
要
な
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
五
十
分
の
一
の
数

等

九

�
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

�
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出

一
〇

�
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
等
の
届
出

�
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
取
消
し
の
届
出

●
香
川
県
告
示
第
百
八
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
を
当
該
上
欄
に
掲
げ
る
字
の
区
域
に
平
成
十
八
年
三
月
十
八
日
か
ら
編
入
す
る
旨
、

東
か
が
わ
市
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

第２１号

平 成１８年

３月１７日（金曜日）

告

示

上

欄

下

欄

東
か
が
わ
市
東
山
字
東
円
坊

東
か
が
わ
市
東
山
字
森
兼
二
八
六
の
一
部
、
二
八
七
の
一
部
、

二
九
一
の
一
の
一
部
、
二
九
一
の
二
の
一
部
、
四
八
一
の
二

の
一
部
、
四
八
三
の
二
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接

介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部
並
び
に
字
東

円
坊
一
五
〇
五
の
二
に
隣
接
す
る
字
森
兼
の
道
路
で
あ
る
市

有
地
の
一
部

東
か
が
わ
市
東
山
字
東
円
坊
一
五
五
〇
の
二
、
一
五
五
一
に

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

（
第
九
三
二
〇
号
）

一



●
香
川
県
告
示
第
百
八
十
三
号

昭
和
四
十
五
年
香
川
県
告
示
第
千
三
百
二
号
（
農
地
法
第
三
条
第
二
項
第
五
号
等
の
面
積
の
指
定
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

「

満
濃
町

全

域

表
中

を

琴
南
町

全

域

」

「

ま
ん
の
う

町

造
田
、
中
通
、
川
東
、
勝
浦
、
炭
所
東
、

炭
所
西
、
長
尾
、
吉
野
、
神
野
、
真
野
、

岸
上
、
五
條
、
四
條
、
吉
野
下
、
羽
間
、

東
高
篠
、
西
高
篠
及
び
公
文
の
区
域

に
改
め
る
。

」

●
香
川
県
告
示
第
百
八
十
四
号

昭
和
四
十
五
年
香
川
県
告
示
第
千
三
百
二
号
（
農
地
法
第
三
条
第
二
項
第
五
号
等
の
面
積
の
指
定
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

「

二
○
ア
ー
ル

池
田
町

全

域

「

表
中

を

二
○
ア

内
海
町

全

域

」

「

ー
ル

小
豆
島
町

全

域

に
、

綾
南
町

全

域

」

「

、

を

綾
川
町

畑
田
、
千
疋
、
陶
、
萱
原
、
滝
宮
、
北

に
、

」

小
野
及
び
羽
床
下
の
区
域

」

隣
接
す
る
字
友
村
の
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部
、
字
東
円

坊
一
五
五
〇
の
一
の
地
先
の
字
友
村
の
水
路
で
あ
る
市
有
地

の
全
部

東
か
が
わ
市
東
山
字
狩
居
川

東
か
が
わ
市
東
山
字
森
兼
三
九
四
の
一
の
一
部
、
三
九
四
の

二
、
三
九
五
の
一
部
、
四
〇
九
の
一
部
、
四
一
〇
の
一
の
一

部
、
四
一
〇
の
二
、
四
一
一
の
一
の
一
部
、
四
一
一
の
二
、

四
一
二
の
一
の
一
部
、
四
一
二
の
二
、
四
二
一
の
一
部
及
び

こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
市
有

地
の
一
部

東
か
が
わ
市
東
山
字
森
兼

東
か
が
わ
市
東
山
字
狩
居
川
一
〇
四
五
の
一
部
、
一
〇
四
五

の
四
、
一
〇
四
五
の
五
、
一
〇
六
二
の
五
の
一
部
及
び
こ
れ

ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
市
有
地
の

全
部
並
び
に
一
〇
四
五
、
一
〇
四
七
の
一
に
隣
接
す
る
道
路
、

水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

東
か
が
わ
市
東
山
字
東
円
坊
一
四
五
四
の
一
部
、
一
四
六
一

の
一
部
、
一
四
六
二
の
一
部
、
一
四
六
五
の
一
の
一
部
、
一

四
六
七
の
一
部
、
一
四
七
二
の
一
の
一
部
、
一
四
七
二
の
五
、

一
四
九
九
の
一
の
一
部
、
一
四
九
九
の
二
、
一
五
〇
〇
の
一

の
一
部
、
一
五
〇
〇
の
二
、
一
五
〇
〇
の
三
、
一
五
〇
四
の

一
の
一
部
、
一
五
〇
四
の
二
、
一
五
〇
五
の
一
の
一
部
、
一

五
〇
五
の
三
、
一
五
〇
五
の
四
、
一
五
〇
九
の
一
の
一
部
、

一
五
〇
九
の
二
、
一
五
一
〇
の
一
の
一
部
、
一
五
一
〇
の
二
、

一
五
一
一
の
一
の
一
部
、
一
五
一
一
の
四
、
一
五
一
六
の
一

の
一
部
、
一
五
一
六
の
二
、
一
五
一
七
の
一
部
、
一
五
二
三

の
一
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、

水
路
で
あ
る
市
有
地
の
一
部
並
び
に
一
四
七
二
の
三
に
隣
接

す
る
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

東
か
が
わ
市
東
山
字
塩
田

東
か
が
わ
市
東
山
字
狩
居
川
一
〇
六
三
、
一
〇
六
四
の
一
部
、

一
二
三
四
の
七
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
道

路
、
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

（
第
九
三
二
〇
号
）

二



「

三
○
ア
ー
ル

池
田
町

全

域

「を

三
○
ア
ー
ル

内
海
町

全

域

」

小
豆
島
町

全

域

に
改
め
る
。

」

●
香
川
県
告
示
第
百
八
十
五
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
、
引
田
加
入
区
に
つ
い
て
、
平
成
十
四
年
香
川
県
告
示
第
百
六
十
号
に
よ
る
保
険
に
付
す
べ
き
義

務
は
、
平
成
十
八
年
三
月
十
四
日
限
り
消
滅
し
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
百
八
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
三
月
十
七
日
か
ら
同
年
四

月
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

国
道
（
一
般
）

二

路

線

名

百
九
十
三
号

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

●
香
川
県
告
示
第
百
八
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
動
車

専
用
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
三
月
十
七
日
か
ら
同
年
四

月
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
百
八
十
八
号

昭
和
三
十
三
年
香
川
県
告
示
第
五
百
二
十
号
（
道
路
法
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
県
道
の
路
線
認
定
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

「

「

琴
南
町
造
田

綾
上
村

表
六
十
九
の
項
中

造
田
綾
南

四

を

造

綾
南
町

」

ま
ん
の
う
町
造
田

田
滝
宮

四

に
改
め
る
。

綾
川
町
滝
宮

」

●
香
川
県
告
示
第
百
八
十
九
号

昭
和
四
十
一
年
香
川
県
告
示
第
七
百
三
十
六
号
（
道
路
法
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
県
道
の
路
線
認
定
）

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

高
松
市
塩
江
町
安
原
上
東
字
塩
之
江
三
八
三
番
七

地
先
か
ら

高
松
市
塩
江
町
安
原
上
東
字
塩
之
江
三
九
〇
番
一

地
先
ま
で

一
〇
・
八

〜
一
一
・
四

三
九

平
成
十
六
年

香
川
県
告
示

第
八
百
二
十

四
号
で
変
更

し
た
区
域

道

種

路

線

名

指

定

区

間

指
定
年
月
日

一
般
県
道

大
見
吉
津
仁
尾
線

（
二
百
二
十
号
）

三
豊
市
三
野
町
下
高
瀬
字
長
坂
三
一

五
三
番
七
地
先
か
ら

三
豊
市
三
野
町
下
高
瀬
字
長
坂
三
〇

四
四
番
二
地
先
ま
で

平
成
十
八
年
三
月

十
七
日

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

（
第
九
三
二
〇
号
）

三



の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

「

「

大
麻
琴
平
十
郷

善
通
寺
市
大
麻
町

大
麻
琴
平
買
田

表
三
の
項
中

線

琴
平
町

六
号

を

線

仲
南
町
十
郷

」

善
通
寺
市
大
麻
町

琴
平
町

六
号

に
改
め
る
。

ま
ん
の
う
町
買
田

」

●
香
川
県
告
示
第
百
九
十
号

平
成
十
六
年
香
川
県
告
示
第
百
六
十
五
号
（
車
両
制
限
令
の
規
定
に
基
づ
く
道
路
の
指
定
等
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

「

「

仲
多
度
郡
仲
南
町
十
郷
買
田
五
〇
八
番
三
地
先
か
ら

仲
多
度

一
中

を

観
音
寺
市
原
町
七
五
九
番
地
先
ま
で

観
音
寺

」

「

郡
ま
ん
の
う
町
買
田
五
〇
八
番
三
地
先
か
ら

丸
亀
市
綾
歌
町
岡
田
下
五

に
、

市
原
町
七
五
九
番
地
先
ま
で

仲
多
度
郡
満
濃
町
長
尾
一

」

「

四
五
番
四
地
先
か
ら

丸
亀
市
綾
歌
町
岡
田
下
五
四
五
番
四
地
先
か
ら

を

四
七
一
番
地
先
ま
で

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
長
尾
一
四
七
一
番
地
先

」

「

三
豊
市
詫
間
町
詫
間
六
七
八
四
番
二
二
地
先
か
ら

に
、

ま
で

仲
多
度
郡
仲
南
町
佐
文
六
八
七
番
一
地
先
ま
で

」

「

「

三
豊
市
詫
間
町
詫
間
六
七
八
四
番
二
二
地
先
か
ら

を

に
、

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
佐
文
六
八
七
番
一
地
先
ま
で

」

」

一
般
県
道
（
百
九
十
七
号
）

仲
多
度
郡
満
濃
町
真
野
三
〇
番
五
地
先
か
ら

財
田
満
濃
線

仲
多
度
郡
満
濃
町
長
尾
一
四
七
一
番
地
先
ま
で

」

「

一
般
県
道
（
百
九
十
七
号
）

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
真
野
三
〇
番
五
地
先
か
ら

を

財
田
ま
ん
の
う
線

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
長
尾
一
四
七
一
番
地
先
ま
で

「

一
般
県
道
（
二
百
号
）
満
濃

仲
多
度
郡
満
濃
町
真
野
三
〇
番
五
地
先
か
ら

に
、

善
通
寺
線

仲
多
度
郡
満
濃
町
神
野
四
五
番
三
地
先
ま
で

」

「

一
般
県
道
（
二
百
号
）
ま
ん

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
真
野
三
〇
番
五
地

を

の
う
善
通
寺
線

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
神
野
四
五
番
三
地

」

先
か
ら

に
改
め
る
。

先
ま
で

」

●
香
川
県
告
示
第
百
九
十
一
号

平
成
十
六
年
香
川
県
告
示
第
百
六
十
五
号
（
車
両
制
限
令
の
規
定
に
基
づ
く
道
路
の
指
定
等
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

「

主
要
地
方
道
（
十
三
号
）
三

高
松
市
香
川
町
川
東
下
三
三
四
番
四
地
先
か
ら

一
中

木
綾
南
線

綾
歌
郡
綾
南
町
畑
田
二
二
六
七
番
一
地
先
ま
で

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

（
第
九
三
二
〇
号
）

四



「

主
要
地
方
道
（
十
三
号
）
三

高
松
市
香
川
町
川
東
下
三
三
四
番
四
地
先
か
ら

を

木
綾
川
線

綾
歌
郡
綾
川
町
畑
田
二
二
六
七
番
一
地
先
ま
で

」

「

一
般
県
道
（
二
百
七
十
八
号
）
綾
歌
郡
綾
上
町
山
田
下
六
四
三
番
一

に
、

綾
歌
綾
上
綾
南
線

綾
歌
郡
綾
南
町
畑
田
二
二
六
七
番
一

」

「

地
先
か
ら

一
般
県
道
（
二
百
七
十
八
号
）
綾
歌
郡
綾
川
町
山
田
下
六

を

地
先
ま
で

綾
歌
綾
川
線

綾
歌
郡
綾
川
町
畑
田
二
二

」

四
三
番
一
地
先
か
ら

に
改
め
る
。

六
七
番
一
地
先
ま
で

」

●
香
川
県
告
示
第
百
九
十
二
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
り
、

通
行
す
る
車
両
の
総
重
量
の
最
高
限
度
が
車
両
の
長
さ
及
び
軸
距
に
応
じ
最
大
二
十
五
ト
ン
で
あ
る
道
路

を
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
平
成
十
八
年
三
月
十
七
日
か
ら
同
年
四
月

七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指
定
す
る
道
路
の
路
線
名
及
び
区
間

二

指
定
す
る
期
日

平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

●
香
川
県
告
示
第
百
九
十
三
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
通

行
す
る
車
両
の
高
さ
の
最
高
限
度
が
四
・
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
し
、
併
せ
て
、

同
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
道
路
を
通
行
す
る
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一

メ
ー
ト
ル
以
下
の
車
両
の
通
行
方
法
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
平
成
十
八
年
三
月
十
七
日
か
ら
同
年
四
月

七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指
定
す
る
道
路
の
路
線
名
及
び
区
間

二

指
定
す
る
期
日

平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

三

通
行
方
法

一
の
道
路
を
通
行
す
る
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
車
両
は
、
次
の

通
行
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１

走
行
位
置
の
指
定

ト
ン
ネ
ル
等
の
上
空
障
害
箇
所
で
は
、
車
両
又
は
車
両
に
積
載
す
る
貨
物
が
建
築
限
界
を
侵
す
お

そ
れ
が
あ
る
の
で
、
車
線
か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
走
行
す
る
と
と
も
に
、
道
路
に
隣
接
す
る
施
設

等
に
出
入
り
す
る
た
め
や
む
を
得
ず
車
線
か
ら
は
み
出
す
場
合
は
、
標
識
や
樹
木
等
の
上
空
障
害
物

に
接
触
し
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
す
る
こ
と
。

２

後
方
警
戒
措
置

後
方
車
両
に
対
し
十
分
な
車
間
距
離
を
取
ら
せ
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
横
寸
法
〇
・
二

路

線

名

区

間

一
般
県
道
（
二
百
二
十
号
）

大
見
吉
津
仁
尾
線

三
豊
市
三
野
町
下
高
瀬
三
一
五
三
番
七
地
先
か
ら

三
豊
市
三
野
町
大
見
甲
九
二
八
番
一
地
先
ま
で

一
般
県
道
（
二
百
二
十
号
）

大
見
吉
津
仁
尾
線

三
豊
市
三
野
町
下
高
瀬
三
一
〇
六
番
五
地
先
か
ら

三
豊
市
三
野
町
大
見
甲
九
二
八
番
一
地
先
ま
で

路

線

名

区

間

一
般
県
道
（
二
百
二
十
号
）

大
見
吉
津
仁
尾
線

三
豊
市
三
野
町
下
高
瀬
三
一
五
三
番
七
地
先
か
ら

三
豊
市
三
野
町
大
見
甲
九
二
八
番
一
地
先
ま
で

一
般
県
道
（
二
百
二
十
号
）

大
見
吉
津
仁
尾
線

三
豊
市
三
野
町
下
高
瀬
三
一
〇
六
番
五
地
先
か
ら

三
豊
市
三
野
町
大
見
甲
九
二
八
番
一
地
先
ま
で

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

（
第
九
三
二
〇
号
）

五



三
メ
ー
ト
ル
以
上
、
縦
寸
法
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
以
上
（
又
は
横
寸
法
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
以
上
、

縦
寸
法
〇
・
二
三
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
地
が
黒
色
の
板
等
に
黄
色
の
反
射
塗
装
そ
の
他
反
射
性
を
有

す
る
材
料
で
「
背
高
」
と
表
示
し
た
標
識
を
車
両
の
後
方
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
げ
る
こ
と
。

３

道
路
情
報
の
収
集

道
路
の
状
況
は
、
工
事
の
実
施
等
に
よ
り
変
化
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
道
路
情
報

を
収
集
し
、
上
空
障
害
箇
所
の
な
い
こ
と
を
確
認
の
う
え
走
行
す
る
こ
と
。

●
香
川
県
告
示
第
百
九
十
四
号

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
浦
港
の
臨

港
地
区
を
定
め
た
の
で
、
同
法
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
公
衆
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
十
八
年
三
月
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

臨
港
地
区
の
区
域

１

名
称

宮
浦
港
臨
港
地
区

２

位
置

香
川
郡
直
島
町
字
宮
ノ
浦
の
一
部

３

範
囲

縦
覧
に
供
す
る
図
面
表
示
の
と
お
り

４

面
積

約
二
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

二

縦
覧
場
所

香
川
県
土
木
部
港
湾
課

●
香
川
県
告
示
第
百
九
十
五
号

平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号
（
香
川
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
規
定
に
よ
る
区
間
及
び
地

域
の
指
定
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一
�
の
表
４
の
項
中
「
仲
多
度
郡
仲
南
町
大
字
十
郷
」
を
「
仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
買
田
」
に
、
「
仲

多
度
郡
満
濃
町
」
を
「
仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
」
に
、
「
県
道
満
濃
善
通
寺
線
」
を
「
県
道
ま
ん
の
う
善

通
寺
線
」
に
改
め
、
同
表
７
の
項
中
「
仲
多
度
郡
仲
南
町
大
字
十
郷
」
を
「
仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
買
田
」

に
改
め
、
同
表
９
の
項
中
「
仲
多
度
郡
満
濃
町
」
を
「
仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
長
尾
」
に
、
「
県
道
財
田

満
濃
線
」
を
「
県
道
財
田
ま
ん
の
う
線
」
に
改
め
、
同
表
３２
の
項
中
「
県
道
財
田
満
濃
線
」
を
「
県
道
財

田
ま
ん
の
う
線
」
に
、
「
仲
多
度
郡
満
濃
町
」
を
「
仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
真
野
」
に
、
「
県
道
満
濃
善

通
寺
線
」
を
「
県
道
ま
ん
の
う
善
通
寺
線
」
に
、
「
同
町
」
を
「
同
町
長
尾
」
に
改
め
、
同
表
３３
の
項
中

「
県
道
満
濃
善
通
寺
線
」
を
「
県
道
ま
ん
の
う
善
通
寺
線
」
に
、
「
仲
多
度
郡
満
濃
町
」
を
「
仲
多
度
郡

ま
ん
の
う
町
」
に
、
「
同
町
」
を
「
同
町
四
條
」
に
改
め
、
同
表
３４
の
項
指
定
区
間
の
欄
中
「
仲
多
度
郡

琴
平
町
」
の
下
に
「
大
字
榎
井
」
を
、
「
同
町
」
の
下
に
「
川
西
」
を
加
え
、
同
項
中
「
県
道
大
麻
琴
平

十
郷
線
」
を
「
県
道
大
麻
琴
平
買
田
線
」
に
改
め
、
同
表
３５
の
項
中
「
県
道
大
麻
琴
平
十
郷
線
」
を
「
県

道
大
麻
琴
平
買
田
線
」
に
、
「
善
通
寺
市
大
麻
町
」
を
「
善
通
寺
市
大
麻
町
字
馬
場
下
」
に
、
「
仲
多
度

郡
仲
南
町
」
を
「
仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
買
田
」
に
改
め
る
。

一
�
の
表
２
の
項
中
「
同
郡
満
濃
町
」
を
「
同
郡
ま
ん
の
う
町
」
に
改
め
る
。

●
香
川
県
告
示
第
百
九
十
六
号

平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号
（
香
川
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
規
定
に
よ
る
区
間
及
び
地

域
の
指
定
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一
�
の
表
４
の
項
中
「
綾
歌
郡
綾
南
町
」
を
「
綾
歌
郡
綾
川
町
」
に
改
め
、
同
表
８
の
項
指
定
区
間
の

欄
中
「
小
豆
郡
内
海
町
」
を
「
小
豆
郡
小
豆
島
町
大
字
安
田
」
に
改
め
、
同
項
市
街
地
区
間
の
欄
中
「
小

豆
郡
内
海
町
」
を
「
小
豆
郡
小
豆
島
町
」
に
、
「
小
豆
郡
池
田
町
」
を
「
小
豆
郡
小
豆
島
町
」
に
改
め
、

同
表
１７
の
項
中
「
県
道
土
庄
内
海
線
」
を
「
県
道
土
庄
福
田
線
」
に
改
め
、
同
表
１７
の
２
の
項
中
「
県
道

土
庄
内
海
線
」
を
「
県
道
土
庄
福
田
線
」
に
、
「
同
郡
内
海
町
」
を
「
同
郡
小
豆
島
町
」
に
改
め
、
同
表

１８
の
項
指
定
区
間
の
欄
中
「
小
豆
郡
内
海
町
」
を
「
小
豆
郡
小
豆
島
町
大
字
坂
手
」
に
、
「
同
町
」
を
「

同
町
大
字
安
田
」
に
改
め
、
同
項
市
街
地
区
間
の
欄
中
「
小
豆
郡
内
海
町
」
を
「
小
豆
郡
小
豆
島
町
」
に

改
め
、
同
表
１９
の
項
中
「
小
豆
郡
内
海
町
」
を
「
小
豆
郡
小
豆
島
町
」
に
、
「
同
町
」
を
「
同
町
大
字
草

壁
本
町
」
に
改
め
、
同
表
３７
の
項
中
「
綾
歌
郡
綾
南
町
」
を
「
綾
歌
郡
綾
川
町
」
に
、
「
綾
南
町
立
綾
南

図
書
館
」
を
「
綾
川
町
立
綾
川
図
書
館
」
に
改
め
、
同
表
５３
の
項
中
「
綾
南
町
道
」
を
「
綾
川
町
道
」
に
、

「
綾
歌
郡
綾
南
町
」
を
「
綾
歌
郡
綾
川
町
滝
宮
」
に
、
「
同
町
」
を
「
同
町
小
野
」
に
改
め
る
。

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

（
第
九
三
二
〇
号
）
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一
�
の
表
５
の
項
中
「
綾
歌
郡
綾
南
町
」
を
「
綾
歌
郡
綾
川
町
」
に
改
め
る
。

三
の
表
２
の
項
中
「
県
道
土
庄
内
海
線
」
を
「
県
道
土
庄
福
田
線
」
に
、
「
同
郡
内
海
町
」
を
「
同
郡

小
豆
島
町
」
に
改
め
、
同
表
３
の
項
中
「
小
豆
郡
内
海
町
」
を
「
小
豆
郡
小
豆
島
町
」
に
、
「
同
町
」
を

「
同
町
大
字
草
壁
本
町
」
に
改
め
る
。

●
香
川
県
告
示
第
百
九
十
七
号

昭
和
五
十
四
年
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
（
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
が
取

り
扱
う
事
務
並
び
に
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
及
び
位
置
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十

八
年
三
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指
定
金
融
機
関

２

指
定
金
融
機
関
の
店
舗
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
取
り
扱
う
所
等
の
表
、

二

指
定
代
理
金
融
機
関

２

指
定
代
理
金
融
機
関
の
店
舗
の
名
称
及
び
位
置
の
表
及
び
同
表
備
考

指
定
代
理
金
融
機
関
香
川
県
信
用
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
業
務
を
代
理
す
る
農
業
協
同
組
合
の
名
称
並

び
に
店
舗
の
名
称
及
び
位
置
の
表
中
「
琴
南
町
」
、
「
満
濃
町
」
及
び
「
仲
南
町
」
を
「
ま
ん
の
う
町
」

に
改
め
る
。

●
香
川
県
告
示
第
百
九
十
八
号

昭
和
五
十
四
年
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
（
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
が
取

り
扱
う
事
務
並
び
に
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
及
び
位
置
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十

八
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指
定
金
融
機
関

２

指
定
金
融
機
関
の
店
舗
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
取
り
扱
う
所
等
の
表
、

二

指
定
代
理
金
融
機
関

２

指
定
代
理
金
融
機
関
の
店
舗
の
名
称
及
び
位
置
の
表
及
び
同
表
備
考

指
定
代
理
金
融
機
関
香
川
県
信
用
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
業
務
を
代
理
す
る
農
業
協
同
組
合
の
名
称
並

び
に
店
舗
の
名
称
及
び
位
置
の
表
並
び
に
三

収
納
代
理
金
融
機
関

２

収
納
代
理
金
融
機
関
の
名
称

並
び
に
店
舗
の
名
称
及
び
位
置
の
表
中
「
内
海
町
」
及
び
「
池
田
町
」
を
「
小
豆
島
町
」
に
、「
綾
上
町
」

及
び
「
綾
南
町
」
を
「
綾
川
町
」
に
改
め
る
。

●
香
川
県
公
告
第
百
五
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
三
月
七
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
四
月
十

三
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
百
五
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
香
南
町
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
元
気
な
地
域
づ
く
り
交
付
金

吉
光
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
三
月
八
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
高
松
市
産
業
部
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
四
月

十
三
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
百
五
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
八
年
三
月
八
日
県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
白
鳥
南
地
区
（
東
山
工
区
）
の
換
地
処
分
を
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

公

告

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

縦
覧
場
所

高
松
市
下
笠
居
土
地

改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
北
辺
東
地
区

高
松
市
産
業
部
土
地
改
良
課

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
川
窪
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
桑
崎
池
地
区

〃

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

（
第
九
三
二
〇
号
）
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香
川
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長

神

原

博

香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号

香
川
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
警
察
組
織
規
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

人
事
課
に
、
留
置
管
理
室
を
置
く
。

第
九
条
第
一
項
中
第
十
号
及
び
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十

四
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。十

一

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
第
一
項
中
第
八
号
を
第
十
号
と
し
、
同
項
第
七
号
中
「
保
管
」
を
「
保
存
」
に
改
め
、
同
号
を

同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
六
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

七

官
報
及
び
県
報
へ
の
掲
載
に
関
す
る
こ
と
。

八

庁
内
報
の
発
行
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
第
二
項
中
「
第
十
一
号
」
を
「
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
十
二
号
及

び
第
十
三
号
」
を
「
第
一
項
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
十
一
号
中
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
、
「
護
送
そ
の
他
の
被
留
置
者
の
取
扱
い
」
を
「
処

遇
及
び
護
送
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

留
置
管
理
室
に
お
い
て
は
、
前
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
八
条
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
そ
の
他
の
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
関
係
事
犯
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

（
他
の
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

第
十
八
条
中
第
十
三
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

八
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

九

情
報
技
術
の
利
用
に
伴
う
犯
罪
、
事
故
そ
の
他
の
事
案
に
係
る
市
民
生
活
の
安
全
と
平
穏
に
関
す

る
こ
と
。

十

情
報
技
術
の
利
用
に
伴
う
犯
罪
の
予
防
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
五
条
第
一
項
第
五
号
中
「
自
動
車
の
使
用
制
限
」
を
「
車
両
の
使
用
者
に
対
す
る
指
示
、
放
置

違
反
金
に
関
す
る
事
務
及
び
車
両
の
使
用
の
制
限
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
第
一
節
」
を
「
第
三
条
か
ら
第
七
条
ま
で
」
に
改
め
、
「
こ
れ
と
同
等
の
職

に
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
、
生
活
安
全
企
画
課
」
を
削
り
、
「
交
通
企
画
課
」
の
下
に
「
、

運
転
免
許
課
」
を
加
え
る
。

第
三
十
九
条
を
削
り
、
第
三
十
九
条
の
二
を
第
三
十
九
条
と
す
る
。

第
三
十
九
条
の
三
を
削
る
。

第
四
十
七
条
の
表
香
川
県
小
豆
警
察
署
の
項
中
「
小
豆
郡
内
海
町
苗
羽
甲
千
三
百
五
十
一
番
地
一
」
を

「
小
豆
郡
小
豆
島
町
苗
羽
甲
千
三
百
五
十
一
番
地
一
」
に
改
め
、
同
表
香
川
県
綾
南
警
察
署
の
項
中
「
香

川
県
綾
南
警
察
署
」
を
「
香
川
県
高
松
西
警
察
署
」
に
、
「
綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
滝
宮
千
三
百
三
十
二
番

地
一
」
を
「
綾
歌
郡
綾
川
町
滝
宮
千
三
百
三
十
二
番
地
一
」
に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
第
一
項
中
「
（
香
川
県
綾
南
警
察
署
、
香
川
県
琴
平
警
察
署
及
び
香
川
県
高
瀬
警
察
署
を

除
く
。
）
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
七
条
の
表
の
改
正
規
定
（

「
香
川
県
綾
南
警
察
署
」
を
「
香
川
県
高
松
西
警
察
署
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
同
年
三
月
二

十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
公
安
委
員
会
公
告
第
二
十
二
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
五
十
一
条
の
十
三
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る

講
習
（
以
下
「
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
確
認
事
務
の
委
託
の
手
続

等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
次
の

と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長

神

原

博

公
安
委
員
会
規
則

公
安
委
員
会
公
告

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

（
第
九
三
二
〇
号
）
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一

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
の
期
日
及
び
場
所

二

受
講
定
員
及
び
修
了
考
査

三

受
講
手
続

四

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
香
川
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
駐
車
対
策
担
当
（
電
話
〇
八
七

―
八
三
三
―
〇
一
一
〇
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
八
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
人
名
簿
の
登

録
に
伴
う
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第

一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十

条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
者
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の

一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
。
以
下
同
じ
。
）

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

�

克

彦

五
十
分
の
一
の
数

一
六
、
七
一
九
人

三
分
の
一
の
数

二
〇
五
、
九
九
〇
人

県
議
会
議
員
各
選
挙
区
に
お
け
る
三
分
の
一
の
数

高
松
市
選
挙
区

一
一
四
、
六
六
二
人

丸
亀
市
選
挙
区

二
九
、
七
二
二
人

坂
出
市
選
挙
区

二
〇
、
五
八
〇
人

善
通
寺
市
選
挙
区

九
、
五
一
六
人

観
音
寺
市
選
挙
区

一
七
、
九
五
四
人

さ
ぬ
き
市
選
挙
区

一
五
、
三
七
二
人

東
か
が
わ
市
選
挙
区

一
〇
、
四
三
五
人

三
豊
市
選
挙
区

二
〇
、
〇
七
五
人

小
豆
郡
選
挙
区

九
、
六
四
三
人

木
田
郡
選
挙
区

八
、
〇
二
一
人

綾
歌
郡
選
挙
区

七
、
二
二
六
人

仲
多
度
郡
第
一
選
挙
区

八
、
八
七
八
人

仲
多
度
郡
第
二
選
挙
区

六
、
五
六
七
人

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

期

日

平
成
十
八
年
四
月
十
八
日
（
火
曜
日
）
、
同
月
十
九
日
（
水
曜
日
）
及
び
同

月
二
十
六
日
（
水
曜
日
）

場

所

高
松
市
番
町
一
丁
目
一
〇
番
三
五
号

香
川
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

受

講

定

員

六
十
名

修

了

考

査

筆
記
の
方
法
で
、
正
誤
式
問
題
五
十
問
に
よ
り
行
う
。

受
講
の
申
込
期
間

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
四
月
十
七
日
（
月
曜
日
）

ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
並
び
に
同
年
三
月
二
十
一
日
（
火
曜
日
）
を
除

く
。
）
。
た
だ
し
、
申
込
人
員
が
受
講
定
員
に
な
り
次
第
申
込
み
の
受
付
を

締
め
切
る
も
の
と
す
る
。

受
講
の
申
込
方
法

受
講
の
申
込
み
は
、
香
川
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
（
高
松
市
番
町

四
丁
目
一
番
一
〇
号
香
川
県
警
察
本
部
）
に
、
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受

講
申
込
書
（
写
真
（
受
講
の
申
込
み
の
日
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、

正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の

長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
を
記
載
し
た

も
の
）
を
は
り
付
け
た
も
の
）
一
通
を
直
接
提
出
し
て
行
う
こ
と
。

手
数
料
の
納
入
時

期
及
び
納
入
方
法

講
習
手
数
料
（
一
万
九
千
円
）
は
、
平
成
十
八
年
四
月
十
八
日
の
講
習
初
日

の
受
付
の
際
に
、
香
川
県
証
紙
に
よ
り
納
入
す
る
こ
と
。

携

帯

品

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
票
及
び
筆
記
用
具

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

（
第
九
三
二
〇
号
）

九



表
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

�

克

彦

一

そ
の
他
の
政
治
団
体

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表

す
る
。平

成
十
八
年
三
月
十
七
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

�

克

彦

一

そ
の
他
の
政
治
団
体

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
解
散
等
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

�

克

彦

一

そ
の
他
の
政
治
団
体

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管

理
団
体
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

�

克

彦

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

中
江
正
後
援
会

藤
尾

琢
磨

中
井

勝
義

小
豆
郡
池
田
町
蒲
生
甲
一
二
三

一

久
元
豊
後
援
会

�
木

正
行

杉
上

一
郎

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
吉
野
下

六
〇
四

森
く
に
ひ
ろ
後
援
会

森

一
弘

森

順
義

小
豆
郡
内
海
町
田
浦
甲
六
五
四

―
一
八

安
井
信
之
後
援
会

安
井

敏
子

安
井

圭
代

小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
一
四

二
三
―
七

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

香
川
良
平
後
援
会

代
表
者
の
氏
名

町
川

清

三
宅

廣

日
本
皇
民
党
同
志
會

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

善
通
寺
市
善
通
寺
町
一

〇
五
九
―
一

善
通
寺
市
善
通
寺
町
一
一

一
四

森
口
久
士
後
援
会

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

小
豆
郡
池
田
町
大
字
蒲

野
一
八
三
三
―
一

小
豆
郡
池
田
町
大
字
蒲
野

七
九
六

代
表
者
の
氏
名

須
佐
美

衛

田
中

隆

会
計
責
任
者
の

氏

名

山
本

一
郎

須
佐
美

衛

政
治
団
体
の
名
称

石
塚
祐
子
後
援
会

た
な
か
祥
三
後
援
会

中
野
都
子
を
励
ま
す
会

木
村
真
由
美
を
励
ま
す
会

長
谷
川
貞
雄
を
励
ま
す
会

船
川
ひ
と
し
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
取
消
し
の

届
出
を
し
た
者
の
氏
名

公
職
の
種
類

取
消
し
の
届
出
の
あ
っ
た

資
金
管
理
団
体
の
名
称

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

（
第
九
三
二
〇
号
）

一
〇



木
村
真
由
美

庵
治
町
議
会
議
員

木
村
真
由
美
を
励
ま
す
会

中
野
都
子

牟
礼
町
議
会
議
員

中
野
都
子
を
励
ま
す
会

長
谷
川
貞
雄

豊
中
町
議
会
議
員

長
谷
川
貞
雄
を
励
ま
す
会

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

（
第
九
三
二
〇
号
）

一
一
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平
成
十
八
年
三
月
十
七
日
印
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発
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印
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発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

（
第
九
三
二
〇
号
）

一
二


